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「利尻山登山利用のあり方」について  

「 利 尻 山 登 山 利 用 の あ り 方 」 の 基 本 と な る 考 え 方  

 

 

 

利 尻 山 登 山 利 用 の あ り 方  

利尻山における登山利用の目指す姿・実現のための視点利尻山の現状

利尻山の魅力＝守るべきもの

利尻山で起こっていること
＝問題点・課題

「利尻山の自然を守ることを再
優先に登山利用を続けていく」

登山者にもっていてほしい心構えなど
利用者へのはたらきかけをすすめる

Ａ

自然環境の保全を優先した
登山を基本とする

Ｂ

これからも登山ができるような
さまざまなしくみや連携をすすめる

Ｃ

利尻山登山利用のあり方

表現の選択

o 利尻島内での意識の共有や、島民の関心・理解・地域のシンボルを守る意識を高めるもの

o 利尻山に対する地域からのメッセージとして対外的に発信するもの  

 
 
 
 
 

「利尻山登山利用のあり方」とは 

 「利尻山登山利用のあり方」は、平成 21 年度利尻山登山利用検討会の検討員の統一見解とし

てまとめたもの。 

 「利尻山の自然を守ることを最優先に登山利用を続けていく」というメッセージがこめられて

いる。 

 「あり方」は、ハード整備やソフト対策の根拠となる基本方針として位置付け、ハード整備と

ソフト対策の相互の連携のよりどころとなることが望ましい。 

 利尻島内での意識の共有や、島民の関心・理解・地域のシンボルを守る意識を高めるもの、ま

た、両町の利尻山への意思表明につながるものとして期待を込めていきたい。 

 将来にわたって議論が続けられ、活用されていくべきものである。 
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「 利 尻 山 登 山 利 用 の あ り 方 」 の 活 用 に つ い て  

 「利尻山登山利用のあり方」を対外的に発信するための方法の一つとして、下記の「登山憲章（案）」

を活用案として提案するが、表現やその活用については協議会にゆだねる。 

 
[あり方の活用の目的] 

・島民の意識の共有や利尻山に対する関心・理解・

地域のシンボルを守る意識を喚起する。 

・島外の登山者や観光客へ地域からのメッセージと

して、利尻山の現状や取り組みへの意識を伝え、

理解を求める。 

 

 
 「登山憲章（案）」は島民の意見を取り入れ

るための『利尻山登山利用のあり方（案）』

（たたき台）であり、メッセージを伝える

相手や発信の方法などによって、表現は変

わっていくものとする。 

 この「登山憲章（案）」を基に、今後、多く

の島民の意向をふまえた、利尻山に対する

「地元の声」「地域のビジョン」として、地

域からのメッセージとして対外的に発信す

るために活用する事が望ましい。 

 
 
 

利尻山持続可能な登山憲章（案） 

「利尻山は、厳しい気象や壊れやすい自然環境に特徴がある山です。将来にわたって自然環境を持

続的に利用するために、安全で自然に配慮した登山の実践と対策を行います。」 

 

一 利尻山の登山者は、厳しい自然環境と荒廃する登山道の現状を理解し、自己責任で、環境に

配慮した登山を行います。 

一 利尻山では、登山の利便性よりも、脆弱な自然環境の保全を優先した整備と管理を、関係機

関の協力のもとすすめます。 

一 利尻山の登山利用のあり方、登山道とその周辺の整備においては、島民や登山者の意見を聞

きながら、関係する様々な人々が相談・協力しながらその対策をすすめていきます。 


